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令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日 

子ども・若者部子ども家庭課 

 

生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた 
学習・生活支援の拠点事業の実施について 

 

１ 主 旨 

区では、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境に左右されないよう、貧困の連鎖を

断ち切ると同時に、新たな貧困の連鎖を生まないように子どもの貧困対策計画を令和元年度

に策定した。この計画に基づき、生活困窮世帯等の子どもの成長と家庭の生活の安定に向けた

学習支援、生活支援、相談支援機能を兼ね備えた拠点事業の実施に向けた検討状況を令和２年

１２月１７日の福祉保健常任委員会で報告したが、令和３年度を初年度として実施すること

としたので、以下のとおり報告する。 

 

２ 事業概要 

（１）目的 

生活困窮世帯等の子どもがいつでも安心して過ごせる環境のもと、学習・生活習慣の定

着を図り、自ら生きる力を育むと同時に、区が様々な機関と協働、連携し、地域の支えと

見守りの中で、子どもと家庭の現在及び将来の生活の安定に向けた支援をすることを目的

とする。 

（２）対象者 

生活困窮等により、家庭や地域に安心して過ごせる居場所がなく、夜間を一人で過

ごすなど、学習・生活習慣等に課題を抱えている区内在住の中学生とその保護者。 

ただし、利用する中学生の弟妹（小学校高学年程度）については必要に応じて利用を認

める。 

※利用要件 

一定の所得要件（児童扶養手当・児童育成手当・生活保護・住民税非課税・就

学援助（準要保護）受給世帯）を設けるが、児童相談所及び子ども家庭支援セン

ターが支援しているケースは所得にかかわらず利用可能とする。 

（３）実施する機能 

① 居場所提供 

生活困窮等により家庭や地域に安心して過ごせる居場所がなく、夜間を一人で過ごす

ということが無いように、スタッフやボランティア等の見守りのもと、自由に利用でき

安全で安心して過ごすことができる居場所を提供する。 

② 学習支援 

子どもの学習・生活環境等における課題に応じ、個別の学習支援や自主学習のサポー

ト等を通じ、子どもの学習習慣の定着、進級、中学卒業後の進学・就職に向けた支援を

行う。必要に応じて、利用する子どもが所属する中学校と連携しながら支援を行う。 

③ 生活支援 

食事の提供で食生活を整えることに加え、調理や片付け・掃除、学校の宿題や提出物
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の管理、歯磨き・入浴等の衛生管理等、基本的な生活習慣を身に着けることができるよ

う支援を行う。また、調理やものづくり等の体験活動や季節ごとのイベントを通じ、コ

ミュニケーション能力を育むための支援を行う。 

④ 相談支援（保護者を含む） 

各機能の取り組みを通じて子どもの声に耳を傾け、子どものニーズを拾い上げるとと

もに子どもからの相談に応じる。また、子育てや中学卒業後の進路選択に向けた保護者

からの相談に応じるとともに、講座等を通じて子どもの養育に必要な知識や官民の支援

に関する情報提供を行う。必要に応じて、子ども家庭支援センター、児童相談所、その

他関係機関等の支援につなぐ。 

⑤ 地域連携 

地域の中で温かく継続的に見守りを行うことを目的に、本事業に協力いただける地域

人材の発掘等も含め、町会・自治会や主任児童委員、民生・児童委員、青少年委員、子

ども食堂をはじめとする地域の子ども支援団体等、地域との連携構築・強化を行う。 

※各機能の関係イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

※別紙１「地域の関係機関との相互交流・連携・協力による子どもの成長イメージ

図」参照 

（４）実施場所 

上北沢遺贈物件（上北沢５丁目） 

【選定理由】 

    ・本物件は烏山地域に位置している。当該地域には母子生活支援施設や児童養護

施設がある。また、子ども食堂等地域の取り組み同士の交流が活発である。こ

のことから、地域の理解・協力も得やすく、地域資源のネットワークを活用し

ながら、地域での継続した支えと見守りが可能であり、本事業を開始する場所

に適している。 

・民家のため、アットホームな雰囲気の環境をつくり、活用することができる。 

・新宿近郊のため、都心の大学に通う学生をアルバイトとして確保しやすい。 

【物件概要】 

・住居表示 世田谷区上北沢五丁目３２番２２号 

・最寄り駅 京王線 八幡山駅 徒歩 5 分 

・建物構造 木造地上２階 一戸建て住宅〔H17 築〕 

・敷地面積 151.64 ㎡ 

・建築面積 54.64 ㎡ 

・延床面積 108.06 ㎡ 

④相談支援 
②学習支援 ③生活支援 

①居場所提供（ベース） 

⑤地域連携 
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１階 54.65 ㎡（洋室、和室、トイレ、洗面所、浴室） 

２階 53.41 ㎡（洋室、居間、台所、トイレ） 

（５）運営体制 

１名（管理監督者）、３名（児童指導員等）程度 

※その他学生等のアルバイト２～３名／日を活用予定 

   【スタッフ配置の考え方】 

家庭の事情や個々の特性が様々な子どもたちが利用する事業であることを留意

し、子ども一人ひとりに対して、寄り添った関わり合いができる体制を整える。 

（６）実施時間 

週５日（土日含む）、１６時～２１時頃 

（７）利用料金 

無料とする。（登録制） 

（８）登録人数（うち一日利用者数） 

約４０名（約２０人） ※利用状況を踏まえ調整する。 

（９）利用へのつなぎ方 ※別紙２「利用へのつなぎ方と関係機関の連携イメージ図」参照 

関係機関や地域の支援者から本事業の利用につなげる。 

・児童相談所や子ども家庭支援センターが、関わっているケースをつなげる。 

・地区の相談・見守りネットワークの中核的役割を果たす児童館が、子どもが日常的に利

用する中学校や青少年交流センター、地域の支援機関等と連携をする中で、本事業を必

要とする子どもに気づき、利用につなげる。 

・子どもが日常的に利用する学校や教育相談等の機関や、主任児童委員や青少年委員とい

った地域の支援者からも本事業を紹介し、利用につなげる。 

（10）関係機関連携 ※別紙３「上北沢拠点における関係機関連携イメージ図」参照 

  ① 児童相談所、子ども家庭支援センターとの緊密な連携 

    本事業の利用者が、児童相談所や子ども家庭支援センターが関わっているケースの場

合は、ケースワーク全体の中で本事業に必要とされる役割を担っていく。また、児童相談

所や子ども家庭支援センターが関わっていないケースの場合は、利用する中で必要に応

じて、児童相談所や子ども家庭支援センターと連携する。 

  ② 学校や地域の支援機関等との連携 

    中学校、小学校（弟妹がいる場合）や教育相談室、児童館、青少年交流センター、社会

福祉協議会等といった地域の支援機関、また、町会、自治会や主任児童委員、民生・児童

委員、青少年委員、子ども食堂をはじめとする地域の子ども支援団体等、地域と連携しな

がら継続的に見守る。 

    ・意見交換会の実施 

     児童館や青少年交流センター、せたゼミ、かるがもスタディルーム、子ども食堂等と

いった地域の居場所・学習支援の取り組みの担い手と意見交換やノウハウの共有などを

行い、相互の連携のもと、支援が必要な子どもと保護者をつなぐ仕組みを強化するとと

もに、地域全体の支援力の底上げを図る。 

  ③ 教育委員会との連携 

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（教
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育機会確保法）」の基本理念を踏まえ、本事業における学習支援活動が、適応指導教室等

すべての子どもの教育機会の確保等に資する取り組みと連携できることも視野に教育委

員会と調整を進める。 

（11）アフターフォローについて 

本事業を利用し中学校を卒業した者に対しては、高校進学後等のアフターフォローを行い、

地域と連携しながら切れ目なく子どもの成長を支援していく。 

 

３ 実施方法 

学習・生活支援の機能を兼ね備えた子どもの居場所事業等の実績のある社会福祉法人やＮ

ＰＯ等をプロポーザルにより選定し、委託により実施する。 

（１）プロポーザルで事業者に特に求める評価基準 

・ 関係機関や地域住民、地域の様々な子ども支援の担い手との調整・連携力 

・ 一人ひとり異なる困難な状況にある子どもに対する対応実績、生活面での支援力、子ど

もの問題行動への対応力 

・ 個々の課題に応じた子どもの学習習慣の定着、進級、中学卒業後の進学・就職に向けた学

習面での支援力 

・ 生活困窮世帯の保護者への相談対応力（支援サービスの情報提供・つなぎや進学・就職に

向けた相談等） 

（２）区（子ども家庭課）の役割 

・ 事業者と関係機関等との橋渡し、調整窓口 

・ 事業周知、利用調整 

・ 事業者だけでは対応が難しい場合の対応 

・ 事業の全体統括（関係機関等との意見交換会の開催、調整等） 

 

４ 事業開始時期 

  令和３年８月（予定） 

  ※児童館や青少年交流センター等の既存の取り組みと連携しながら準備を進め、必要な子

どもが利用につながる仕組みを構築する。（別紙４「既存の取り組みと連携した段階的な

実施のイメージ図」参照） 

 

５ 概算経費 27,237千円 

    ※補助金により14,221千円の歳入 

    国：生活困窮者自立相談支援事業等補助金（補助率1/2） 12,294千円 

都：子供の居場所創設事業（補助率1/2、ただし、開設準備経費は10/10）1,927千円 

（国補助で対応できない部分（食材費等）について都補助を活用） 

 

６ 今後の展開 

  1ヶ所あたり４０～５０人程度の登録人数とし、実施状況等を踏まえ、運営方法、運営体

制の充実とともに３か所程度の段階的な拡充に向け検討する。 

  ※現時点での利用想定数 
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全体で１３０人程度と想定（子どもの生活実態調査結果等を元に想定） 

 

７ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年４月以降  事業実施に向けた準備 

       ５月    運営事業者選定 

８月    １ヶ所事業開始 
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学校

岡さんの家
（せたゼミ、たからばこ）

母子生活支援施設
（パルメゾン上北沢）

町会・自治会

民生委員・児童委員、
主任児童委員、青少年委員

青少年交流センター
（アップス）

（上北沢・烏山・粕谷）

福音寮

上北沢まちづくりセンター
（福祉の相談窓口）

生活困窮世帯等の子どもの
学習・生活支援拠点

仲間やロールモ
デルとの出会い

食生活の安定

必要な支援の利用

学習習慣の習得

生活習慣の習得

家庭や地域に安心して過ごせる居場所がなく
学習・生活習慣等に課題を抱えている中学生

寄り添い

生きる力

安心

地域の支えと見守りの中で
生活の安定へ

気づき

見守り

つながり

別紙１地域の関係機関との相互交流・連携・協力による子どもの成長イメージ図



入り口（気づき・つなぎ）

1

利用へのつなぎ方と関係機関の連携イメージ図

生活困窮等により、

生活・学習習慣等
に課題を抱えた

中学生

※貧困、ひとり親、
保護者の疾患、

被虐、生きづらさ
を抱える子ども等

気づき・利用の促し

気づき・利用の促し

ピックアップ

情報の共有

生活困窮世帯等の

子どもと家庭を支え

る学習・生活支援の

拠点事業

・中学校、小学校（弟妹がいる場合）

・青少年交流センター

・社会福祉協議会

・町会・自治会

・民生・児童委員、主任児童委員
・青少年委員

・子ども食堂

・子ども支援団体 等

子どもが日常的に利用する場、

見守りの担い手

・児童相談所
・子ども家庭支援センター

虐待や養育困難などの

支援機関

・児童館

地区の相談・見守りネットワークの

中核的役割情報の共有

別紙２

情報の共有・連携

情報の共有・連携



生活困窮世帯等の子どもと家庭を支える学習・生活支援の拠点事業
　　上北沢拠点における関係機関連携イメージ図

北沢子ども家庭
支援センター

児童相談所

上北沢拠点
烏山子ども家庭
支援センター

世田谷区北部

主な関係機関との関係性

・児童相談所、子ども家庭支援センター

利用者が、児童相談所や子ども家庭支援センターが関わっているケースの場合は、

ケースワーク全体の中での役割を担っていく。また、児童相談所や子ども家庭支援

センターが関わっていないケースの場合は、利用する中で必要に応じて、児童相談

所や子ども家庭支援センターと連携する。

・児童館

地区の相談・見守りネットワークの中核的役割を果たす児童館が、子どもが日常

的に利用する中学校や青少年交流センター、地域の支援機関等と連携をする中で、

本事業を必要とする子どもに気づき、利用につなげる。

・中学校

必要に応じて、利用者が所属する中学校と連携しながら支援を行う。

・青少年交流センター、せたゼミ、かるがもスタディルーム、子ども食堂等

意見交換会等で子どもの対応方法や保護者の相談対応などノウハウの共有等を行

い、地域全体の支援力の底上げを図る。

・町会・自治会、民生委員・児童委員、主任児童委員等地域の支援者

丁寧に事業の説明を行い、理解を得た上で地域と連携し、例えば、食事づくりや

体験活動等の担い手として地域の方々にも活躍をしていただき、一緒に子どもを育

て、温かく見守れる関係を築いていく。

京王線

小田急線

《目的》

生活困窮世帯等の子どもがいつでも

安心して過ごせる環境のもと、学

習・生活習慣の定着を図り、自ら生

きる力を育むと同時に、地域の支え

と見守りの中で、子どもと家庭の現

在及び将来の生活の安定に向けた支

援を行う。

《対象》

家庭や地域に安心して過ごせる居場

所がなく、学習・生活習慣等に課題

を抱えている中学生とその保護者

《機能》

①居場所提供、②学習支援、③生活

支援（食の提供等）、④保護者を含

む相談支援、⑤地域連携

※週5日、16時～21時頃まで

上北沢拠点周辺の関係機関

別紙３
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既存の取り組みと連携した段階的な実施のイメージ図

児童相談所、子ども家庭支援センター

学校、教育相談、教育委員会

４月～５月

開
始準備① 準備②

支
援
に
つ
な
が
る
仕
組
み
の
強
化

（気
づ
き
の
シ
ー
ト
等
）

子ども家庭課による調整
（事業主旨説明等）

事業者を交えた調整
（事業詳細説明等）

意見交換会や
個別対応等によ
る連携

契
約

※児童館、青少年交
流センター等に出向
いて活動に参加し、子
ども達の信頼を得る。

事業者

子ども家庭課による調整

（児童相談所、子ども家庭支
援センターと利用対象者調整）

事業者を交えた調整

（児童相談所、子ども家庭支援
センターと利用に向けた調整）

・児童相談所、子ども家庭支援センターと連携した支援

・利用者の所属する学校と連携した支援

意見交換会や
個別対応等によ
る連携

スタッフ1日あたり4人+ボランティア

《地域の取り組みからつながる》

《支援機関からつながる》

利
用
者
数

1日20人利用
（登録40人）

６月～７月

８月

青少年交流センター

せたゼミ
かるがも

スタディルーム 等

別紙４


